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はじめに 

 

 この「富山県森づくりプラン」（以下「県プラン」という。）は、「富山県森づくり条例」の第

10 条で定められている「森づくりの基本計画」として、とやまの森づくりを総合的かつ計画

的に推進するための基本的な事項について定めるものです。 

また、この県プランは森林法に基づき策定される地域森林計画の基本的事項として位置付け

られます。 

なお、この県プランの計画期間は、平成 29 年 4 月から平成 39 年 3 月までの 10 年を一

期とします。 

 

 

 

 

富山県森づくりプラン及び市町村森づくりプランの位置付け

森づくりの基本計画

【市町村森林整備計画】

【地域森林計画】

富山県森づくり条例

               【全国森林計画】

　○国の関連施策の方向
　○地域森林計画の基準等

計画事項
　

計画事項

　　　　　　　【富山県森づくりプラン】

第1　とやまの森の現状と課題
第2　とやまの森づくりのための基本的な考え方
第3　森林の整備及び保全に関すること
第4　県民参加による森づくりに関すること
第5　とやまの森づくりの施策に関すること

※計画期間は10年

　　　　　　　　【市町村森づくりプラン】
　
○森づくりのための基本方針
　・森林・林業の現状と課題
　・森林整備の基本方針
　・森づくりの推進方策
　・森づくりへの具体的な取組み

※計画期間は10年

基本的方針

基本的事項

　　　【森林･林業基本計画】

　○長期的かつ総合的な施策の目標
　○森林計画制度の基礎となる計画

※５年ごとに樹立する10年計画

○計画区の概要と計画の概要
○伐採、造林、林道、保安林の整備
　目標と計画量
○市町村森林整備計画に示す標準
　施業方法の規範

※地域森林計画にあわせて
　５年ごとに樹立する10年計画

○森林所有者が行う伐採、造林
  などの標準的な施業方法など
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第１ とやまの森の現状と課題 

 

 本県の県土の３分の２を占める森林は、植生自然度本州一と評価され、この多種多様な動植

物が生息・生育する豊かな森林は、洪水や山崩れ、なだれなどの災害から県民の暮らしを守り、

また、そこから流れ出す清浄で豊潤な水は、飲料水や農業・工業用水として利用され、神秘の

海「富山湾」の豊かな水産資源を育むなど、県民の生活と富山県の産業を支えてきました。 

 

本県の森林の約 60％は、自然豊かな天然林となっており、なかでも長く人手が加えられて

いない奥山の天然林は、野生生物の生息環境として優れ、水源涵養などの公益的機能も高く評

価されています。 

一方、かつて山村住民とのかかわりの中で維持・管理されてきた里山林は、昭和 30 年代以

降の生活様式の変化等により利用されなくなり、時間の経過とともに若い林から成熟した林へ

とその姿を変え、明るい林を好む動植物が減少する一方で、クマなどの大型動物が人里近くま

で活動域を広げる要因にもなっています。 

このため、平成 19 年度より導入した「水と緑の森づくり税」を活用し、生物多様性の保全

や野生動物との共生を目指した里山の整備及び保全を県民との協働で進めてきており、その取

り組みが県内各地に広がっています。 

 整備した里山では、地域住民により管理・利用が行われている一方で、中山間地域では過疎

化・高齢化が進行していることから、持続的な里山管理のための支援がますます重要となって

います。 

 また、平成 24 年以降、松くい虫被害が激増しており、海岸林の有する公益的機能の維持や

富山湾の景観を保全するため、徹底した対策を行うことが必要となっています。 

 

また、本県の森林の約 19％にあたる 54 千 ha のスギを中心とした人工林については、そ

の多くが間伐等の手入れが必要な林齢から木材として利用可能な林齢となっていますが、まだ

まだ手入れの必要な人工林が民有林では 35 千 ha にもおよび、これらに十分な手入がなされ

なければ、水土保全機能や二酸化炭素吸収源としての働きなど、森林の持つ公益的機能の低下

や、風雪害など気象害の発生も懸念されます。 

一方、再生産可能で、生産・加工、利用などの過程で二酸化炭素の増減に影響が少ない資材

である木材の持続的な生産と利用は、地球温暖化の防止や資源循環型社会の構築に不可欠なこ

とから、公益的機能を維持・向上させつつ木材資源の確保と生産を図ることが必要で、本県で

開発した優良無花粉スギ「立山 森の輝き」を再造林の切札として、普及・拡大を図り森林資源

の循環利用を推進することが重要となっています。 

 

このように、森林の有する多面的機能の持続的な発揮の観点から、適切な森林整備の一層の

推進が必要とされるなか、水と緑の森づくり税を活用した活動支援により、森林ボランティア

団体等の森林整備活動への取り組みが着実に増えています。 

 森づくりに関する県民等意識調査結果（平成 27 年 11 月実施）でも、多くの回答者が水と

緑の森づくり税を活用した県民参加による森づくりの継続を期待し、自らの参加についても前

向きなことなどから、森づくり活動の輪をさらに広げ、引き続きその活動を支援していくこと

が求められています。 
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条件付含め95.3%が 

延長に賛成 

森林ボランティアの活動 

延長に賛成, 37.9%

負担の程度によっては

賛成, 27.7%

使いみちによっては

賛成, 29.7%

反対, 3.3%

その他, 0.7%
無回答, 0.8%

水と緑の森づくり税の延長について 
平成27 年度実施県民等意識調査《県民》から 

奥山の天然林 豊かな水を育むとやまの森 

松くい虫による被害状況 明るくなった里山林 
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○ 水と緑の森づくり事業 － 10 年間の事業実績 － 

 県では平成 19 年度から富山県森づくりプランに基づき、「水と緑の森づくり税」を活用し

て、多くの県民の皆さんの参加と協力を得て、着実に事業を進めてきました。 

（１）水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりの推進 

①里山再生整備事業 

野生動物との棲み分けや生物多様性の保全などを目指し、地域住民との協働により、明るい里

山の再生に取り組み、平成 28年度末までに2,617haを整備する見込みです。 

②みどりの森再生事業 

風雪被害林や手入れ不足で過密となった人工林などの公益的機能の確保を図るため、スギと広

葉樹が混ざり合った混交林に誘導するための整備に取り組み、平成 28 年度末までに 1,295ha

を整備する見込みです。 

また、森づくりに必要な県産広葉樹苗を県民と協働で育成しました。 

③実のなる木の植栽事業 

カシノナガキクイムシによる被害地の公益的機能の回復や、奥地での野生動物の生息環境を守

るため、ミズナラなどの実のなる木の植栽に取り組み、平成 28 年度末までに５万本を植栽する

見込みです。 

④優良無花粉スギ「立山 森の輝き」普及推進事業 

花粉症対策の一環として、本県が全国に先駆け開発した優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の、

苗木の生産体制の整備や、スギ人工林の伐採跡地への植栽等に取り組み、平成 28 年度末までに

42.2ha で植栽する見込みです。 

（２）とやまの森を支える人づくりなどの推進 

 ①とやまの森づくりサポートセンター活動推進事業 

森づくり活動に必要な機材の貸出しや、施業技術の習得・向上のための講習など、森林ボラン

ティア活動を支援しました。この結果、平成 20 年度以降森づくりに参加するボランティア等の

人数は年間 1 万人を超え、平成 28 年度には、12,000 人に達する見込みです。 

②とやまの森づくり総合情報システム事業、とやまの森づくり普及啓発推進事業 

「とやまの森づくりホームページ」を活用して、森づくり事業などの情報を提供するとともに、

県民に森づくりへの理解を深めていただくために、児童・生徒をはじめ広く一般県民を対象に、

出前講座や森林教室などを「森の寺子屋」として開催しました。 

③県産材利用促進事業 

森づくりにつながる県産材利用への理解と県産材の良さを PR するため、公共施設の内装木質

化や木製品の設置を行うとともに、保育所等への遊具の設置をするなど「木育」を推進しました。 

 ④県民による森づくり提案事業 

県民が自ら企画、実践する森づくり活動を募集し、その活動へ支援を行いました。 

（３）県民全体で支える森づくりの推進と評価・改善 

 ①水と緑の森づくり推進事業 

森づくり全般について意見を伺う「富山県水と緑の森づくり会議」や、森づくり事業について専

門的立場から評価をいただく「森林審議会森づくり部会」の開催のほか、森づくりの取組みを紹介

する「県民参加の森づくりフェア」の開催などの広報活動を実施しました。 
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里山再生整備事業 
1,351 百万円 

（38.9％） 

推進事業 

 42百万円（1.2％） 

ｻﾎﾟー ﾄｾﾝﾀｰ 
活動推進事業 

 238 百万円（6.8％） 

総合情報システム事業 
 63 百万円（1.8％） 
 

普及啓発推進事業 

 52 百万円（1.5％） 
 

県産材利用促進事業 
 298 百万円（8.6％） 

 

提案事業 

 69 百万円（2.0％） 
 

みどりの森再生事業 
 1,173 百万円（33.8％） 

県民参加による里山林の整備 植生が回復した混交林の整備地 

「立山 森の輝き」の生産計画 
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「立山 森の輝き」 
普及推進事業 
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実のなる木の 
植栽事業 

  36 百万円（1.0％） 

里山林整備の実績（見込み） 
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第２ とやまの森づくりのための基本的な考え方 

１ とやまの森づくりの基本理念 

 富山県では、森づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、水と緑に恵まれた県土の

形成及び心豊かな県民生活の実現に寄与するため、「富山県森づくり条例」を平成 18 年 6 月

に制定し、県民全体で支える森づくりの推進に関する基本理念を定めました。 

 なお、この条例は森づくりに関する総合的な条例として、県や県民、森林所有者等関係者な

ど各主体の責務や役割、森づくりに関する基本施策のほか、県民全体で支える森づくりのため

の新たな財源として「水と緑の森づくり税」についても規定しています。 

 

◆富山県森づくり条例（抜粋）◆ 

 

（目的） 

第１条 この条例は、森づくりについて、基本理念を定め、並びに県、森林所有者及び森林組合の

責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、森づくりの推進に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、森づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって水

と緑に恵まれた県土の形成及び心豊かな県民生活の実現に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第３条 森づくりは、県民が将来にわたって森林のもたらす恵みを享受することができるよう、長

期的な展望に立ち、多様な生態系に配慮しつつ、地域の特性に応じて推進されなければならない。 

２ 森づくりは、森林が県民にとって貴重な財産であることにかんがみ、県民の理解の下、その主

体的な参画により推進されなければならない。 

３ 森づくりは、循環型社会の実現に資する森林資源の重要性にかんがみ、その有効な活用を図る

ことにより推進されなければならない。 

４ 森づくりは、森林の適正な整備及び保全が持続的に行われるよう、森づくりを担う人材の育成

を図ることにより推進されなければならない。 

５ 森づくりは、県、市町村、森林所有者、森林組合、県民及び事業者の適切な役割分担並びに相

互の連携及び協力の下に、継続して推進されなければならない。 

 

（森づくりの基本計画） 

第 10 条 知事は、森づくりを総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画（以下「基本計

画」という。）を定めるものとする。 
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２ とやまの森づくり基本指針 

 富山県では、とやまの森づくりの基本理念に基づき、森林の整備及び保全のあり方と、それ

を県民参加により進めるための仕組みを「とやまの森づくり基本指針」（以下「基本指針」とい

う。）として次のとおり定めます。 

 

（１）森林の整備及び保全の指針 

 

（２）県民参加による森づくりの指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林の整備及び保全にあたっては、 

① 天然林については、地域ニーズ等に対応した多様な里山の再生をめざす「里

山林」と、原則として自然の推移に委ね保全・保護する「保全林」に、 

② 人工林については、地球温暖化防止と循環型社会に貢献する持続的な木材生

産に重点を置く「生産林」と、針葉樹と広葉樹を混在させることで長期的な

木材資源の確保と公益的機能の維持･向上の両立を図る「混交林」に、 

それぞれ区分して取り扱うこととし、森林の状態や立地条件に加え、地域ニーズ等

を反映した多様な森づくりを目指すこととします。 

森づくりを推進するにあたっては、計画、実行、評価、改善（PDCAサイクル）の各

プロセスにおいて、幅広い県民の参加を得ながら進めることとします。 

里 山 林

保 全 林

生 産 林

混 交 林

森づくりの

計画（Plan）

森づくりの

実行（Do）

森づくりの

評価・改善
（Check・Action）

地域住民、森林所有者及
び幅広い県民の計画づく
りへの参画と合意形成

ボランティアや
企業など幅広い
県民の参加

県民への情報提供と
森づくりの評価と改善
への県民意見の反映

人工林 天然林
地域ニーズ等に対応し
た多様な里山の再生

自然の推移に委ね
保全・保護

公益的機能の維持･向上
と木材資源確保の両立

循環型社会に貢献す
る持続的な木材生産
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第３ 森林の整備及び保全に関すること 

 

 基本指針では、天然林を「里山林」と「保全林」に、人工林を「生産林」と「混交林」に区

分して取り扱うこととし、それぞれが目指す森林の姿を次のとおりとします。 

 

１ 里山林 

 

２ 保全林 

集落周辺の里山では、地域資源としての木材等の利用、森林浴や環境教育の場の提供、生物多様

性の保全、野生動物との棲み分けなど、森林の状態、生息・生育する動植物などを考慮し、地域ニ

ーズを反映した多様な里山を目指します。 

 

     

繁茂したモウソウ竹を整理し、 

タケノコ生産に利用 
里山再生整備事業により明るく見通し

が良くなった里山 

継続的な手入れのできない大部分の里山については、水土保全機能の持続的な発揮と向上に加

え、多種多様な生物の生息環境として、自然豊かな奥山の天然林と一体として保全・保護すること

を原則として、自然の推移による成熟した天然林（天然生林）を目指します。 

 

      

成熟しつつある里山の二次林 

（コナラ林） 
自然豊かな奥山の天然林 

（ブナ林） 
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３ 生産林 

 

４ 混交林 

 

 

樹木の成長が良好で、傾斜が緩く道路に近いなど低コストで効率的な施業が可能な人工林では、

適切な間伐を実施することで、水土保全機能や生物多様性の保全などの公益的機能を確保しつつ、

適期の伐採と再造林を繰り返す、持続的な木材生産を目指すこととします。 

なお、木材生産に重点を置く人工林であっても、水源地域などの公益的機能の発揮が特に求めら

れる場所では、適切な密度管理のもとに長伐期施業に移行するなどして、水土保全機能を維持・向

上させつつ持続的な木材生産と両立する人工林を目指します。 

 

      

間伐が適正に実施された人工林 公益的機能も高い高齢級人工林 

高標高地や土壌条件が悪いなどにより植栽木の十分な生長が見込めない場所や、道路から遠く管

理や木材生産にコストがかかるなど、林業経営が困難な人工林では、すでに侵入している広葉樹な

どを活かし、あるいは整理伐を行って在来の広葉樹の自然侵入を促進するなどして、広葉樹とスギ

などとが混在する自然状態に近い森林に誘導し、天然力を活用することで、管理に手間をかけずに、

水土保全機能や生物多様性の保全など公益的機能の維持・向上と長期的な木材資源確保とが両立す

る人工林(針広混交林)を目指します。 
 

     

 
広葉樹の自然侵入により混交林化

した奥山の人工林 
みどりの森再生事業により光環境が

改善し、広葉樹が侵入･生長 
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第４ 県民参加による森づくりに関すること 

１ 県民参加による森づくりの具体的な方針 

基本指針では、天然林を「里山林」と「保全林」に、人工林を「生産林」と「混交林」に区分

して取り扱うこととしましたが、これらの整備及び保全にあたっては次の方針に従って、県民参

加による森づくりとして進めることとします。 

 

「里山林」は、山村住民の生活とのかかわりで維持管理されてきたものの、生活様式の変化等

のため利用がなされなくなり放棄されたことで、暗くなっています。 

このため、これらの里山林を手入れして明るい林にすることで、生物多様性を確保し、県民の

憩いの場とすることを目指します。また、海岸林については、重点的な松くい虫被害対策を実施

し、その保全に努めます。 

しかし、これら里山林の手入れは、林業としては成り立たないことから、県民参加による森づ

くりを進めることとします。 

 

「混交林」は、木材生産に適さない奥地の人工林や、竹が侵入した人工林を、木材生産よりも

水土保全機能などの公益的機能の維持・向上に寄与する針葉樹と広葉樹が混在する森林とするも

のです。 

このため、スギの伐採などについては、専門的技術を有する森林組合等が中心となって作業を

行うことになりますが、将来的に木材生産の面からは価値の低い広葉樹を導入することから、県

民参加による森づくりの観点から進めることとします。 

 

「生産林」は、森林所有者や森林組合が中心となって持続的な木材生産を目指した森づくりを

進めます。 

ただし、県産材の有効利用については、森林資源の循環利用につながり森林の公益的機能の持

続的な発揮に寄与することから、県民参加の観点から進めることとします。 

 また、スギ花粉症対策にも寄与する、本県が全国に先駆けて開発した優良無花粉スギ「立山 森

の輝き」のスギ伐採跡地への植栽についても、現時点では苗木の価格が割高であるなど採算が合

わないことから、県民参加の観点から進めることとします。 

 

「保全林」は、自然の推移により成熟した天然林を目指すことを基本としますが、奥山のカシ

ノナガキクイムシ被害跡地の復旧は、森林の持つ公益機能の確保につながることから、森林ボラ

ンティアの皆さんの協力を得るなど、県民参加による森づくりを進めることとします。 
 

これらの森づくりについて、基本指針では、計画・実行・評価・改善の各プロセスにおいて幅

広い県民の参加を得ることとしており、それぞれのプロセスにおける県民参加のあり方について

は次のとおりとします。 
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（１）森づくりの計画 

 

（２）森づくりの実行 

 

（３）森づくりの評価と改善 

○ 県は、森づくりの基本指針に基づき、県民意見などを反映し、森づくりに関する全

県的な大枠の計画を策定します。 
○ 市町村は、県のプランに沿って、幅広い住民との合意形成をはかりながら、地域の

実情に応じた森林整備の計画の策定に努めます。 

○ 里山の再生整備や竹林の整理などは、森林ボランティアなど幅広い県民の参加を得

て、地域住民、森林所有者、行政が協働で整備を進めます。 
○ 公益性の高い混交林の整備などは、県民の支援のもとに進めます。 
○ 森林ボランティア活動への支援を行います。 
○ 持続的な木材生産を円滑に進めるために、県産材の有効利用などに努めるとともに、

伐採跡地には優良無花粉スギ「立山 森の輝き」による再造林を進めます。 

○ 森づくりに関して幅広い県民からの意見を求めるため、森林GIS やインターネット

など多様な手段により、県民への森づくりに関する情報の提供に努めます。 
○ 県民意見などを踏まえた、より実効性のある森づくりを進めるため、総合的な森づ

くり施策や個々の実行状況を評価し、改善を行います。 
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２ 森林ボランティア活動への支援 

富山県では、県民参加による森づくり活動を推進するため、平成 17年 10月に「とやまの森づ

くりサポートセンター」を設立しました。 

県は、このサポートセンターを通じ、活動グループのネットワーク化や、必要な資機材の貸し

出し、活動フィールド情報の提供、さらには、森づくり塾の開催による技術講習や、森づくりボ

ランティアの集いの開催などの活動支援を行うとともに、森づくり活動に参加しやすい機会を提

供するなどし、より一層の森づくりへの県民参加を推進します。 

 また、過疎化・高齢化などにより、里山の継続的な管理が困難な地区には、ボランティアによ

る支援を行います。 

 

とやまの森づくりサポートセンターによる森づくり活動への県民参加の仕組み 

 

 

 

   

③ボランティア活動 

 

ボランティアによる里山整備 

①人材を育成 

森づくり塾（チェーンソー講習） 

②森づくりに必要な機器の貸出 

 

チッパー機の貸出 

□登録活動 

 団体や企業を登録、フィールド登録 

□広報活動 

 登録団体・企業、サポートセンターのPR 

□機器の貸出 

 林業用機器の貸出や保険加入への支援 

□技術研修 

 森づくり塾の開催 

□里山整備支援 
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３ 森づくりを支える県民意識の醸成 

 富山県では、森林の大切さを広く県民に理解していただくために、「とやま森の祭典」や「県

民参加の森づくりフェア」を毎年開催しており、また、次代を担う青少年に、森林や林業につ

いて学んでいただくために、「花とみどりの少年団」の活動支援や、フォレストリーダーによる

「森の寺子屋」などに取り組んでいます。 
 さらには、とやまの森づくりホームページによる森づくりの情報提供や、森づくりにつなが

る県産材の利用を促進するため、公共施設の内装木質化や、県産材遊具の普及などによる「木

育」を進めるなど、とやまの木の良さの PR にも取り組んでいます。 
引き続き、県民全体で支えるとやまの森づくりを着実に推進していくためには、森林の現状

や果たしている役割などについて、県民全体に理解していただくことが必要であることから、

「森の寺子屋」では、従来の出前講座や森林教室に加え、県内各地にある「森林浴の森」を活

用することで、森林にふれ親しむ機会を増やすなど、普及啓発活動を積極的に進めます。 
また、平成 27 年に開催された「第 35 回 全国豊かな海づくり大会」から、平成 29 年春

の「第 68 回全国植樹祭」へとつなぐ森づくりと海づくりの連携を今後も進めるとともに、全

国植樹祭を契機に盛り上がる県民参加の森づくりの機運をしっかり引き継ぎ、今後の取り組み

に活かします。 
 

 

 

 
【県民参加の森づくりフェア】  【児童を対象とした「森の寺子屋」】 

 

 

 
【県産材を用いた公共施設の内装木質化】  【「木育」を進めるための県産材遊具】 

 

  

【中学生による木材搬出体験】  【とやまの森づくりホームページ】 
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第５ とやまの森づくり施策に関すること 

１ とやまの森づくり施策の方向 

 富山県では、健全な人工林の育成と生産基盤の整備、山地災害の防止など、森林の整備及び

保全を引き続き推進するほか、関連する他の施策とも十分連携を取りながら、今日の現状と課

題に対応した、県民全体で支える森づくりとして、以下の施策を重点施策として推進します。 
 
（１）水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりの推進 

  
（２）とやまの森を支える人づくり・森林資源の循環利用などの推進 

○ 県森づくりプランの策定と市町村森づくりプランの策定支援 
○ とやまの森づくりサポートセンターによる森林ボランティアへの活動支援 
○ 森づくりに関する専門的な技術を有する人材の育成・確保 
○ 森づくりに関する総合情報システムの整備・運用 
○ 森林環境教育の推進や、森林とのふれあいの機会の提供など森林の大切さの普及・

広報活動の推進 
○ 公共施設の木質化や森林資源の利用促進など県産材の有効利用 

      
森林ボランティアによる森づくり活動       公共施設等における県産材を使用した内装の木質化 

○ 県民との協働による里山林の整備や海岸林の保全 
○ 放置竹林の整備と竹資源の有効活用 
○ 奥地人工林の混交林への誘導 
○ 奥山での実のなる木の育成や優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の植栽 
○ 森づくりに必要な技術の開発と活用 

     
県民による里山林の整備           優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の植栽 
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２ とやまの森づくり施策の目標 

 上記の重点施策の達成状況を検証するための参考指標を次のとおり設定し、目標とする年度

は、このプランの終期である平成３８年度末とします。 
項   目 目  標 

水と緑に恵まれた県土を支える多

様な森づくりの推進 

森林整備面積 
里山林の整備 2,000ha（H29～H38） 

混交林の整備  500ha（H29～H38） 

「立山 森の輝き」の植栽   460ha（H29～H38） 
とやまの森を支える人づくり・ 
森林資源の循環利用などの推進 

県民参加による森づくりの年間参加延べ人数 
          １３，０００人（H38） 

森林整備の対象と想定される森林の所在については、別表及び「市町村森づくりプラン」に

おいて示されます。 

（目標設定の考え方） 
① 里山林の整備 
    地域住民の意見を反映し、各市町村で策定している「市町村森づくりプラン」に記載され

ている里山林の整備面積に加え、新たに今後取り組む海岸林での松くい虫対策等を勘案する

と整備対象として 4,600ha が想定されます。このうち、平成 28 年度までに 2,600ha を

整備する予定であることから、残る 2,000ha を今後整備することとします。 

② 混交林の整備 
過密人工林整理については、引き続き、生育途上で手入れがされていない森林のうち、生

産林として整備される面積を除く 400ha を対象に、今後整備を行うこととします。 

また、スギ人工林に侵入した竹林の整理については、整備対象の 240ha のうち、平成

28 年度までに 140ha が実施できる見込みで、未実施分の 100ha について、今後整備を

行うこととします。 

③ 「立山 森の輝き」の植栽 
優良無花粉スギ「立山 森の輝き」を平成 38 年度までに 92 万本生産（植栽面積 460ha

相当）し、県内で今後伐採が可能な人工林のうち、花粉の飛散に強い影響を及ぼしている区

域で、かつ、木材生産に適した土地の今あるスギを伐採し、材を利用し、その跡地に植栽す

ることとします。 

④ 県民参加による森づくりの年間参加延べ人数 
現在活動している森林ボランティア等については、今後も｢とやまの森づくりサポートセン

ター｣による効果的な支援により活動の定着を図ることとします。 

一方、平成 29 年春に本県で開催される全国植樹祭は、県民参加の森づくり活動をさらに

広げる絶好の機会となることや、平成 27 年11 月に実施した｢水と緑の森づくりに関する

県民意識調査｣では、｢森づくりボランティア活動に参加したことはないが、今後は参加して

みたい」とした回答が約４割あり、県民の森づくりへの参加に対する潜在的な意識もうかが

えることから、森づくりにより参加しやすい機会を設けるなどして、現行の参加人数

12,000 人に加え 1,000 人の増加を目指します。 
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３ 「水と緑の森づくり税」を財源とした事業推進の考え方 

 富山県では、平成 19 年度から、県民全体で支える森づくりのための新たな財源として「水

と緑の森づくり税」を導入しました。 
 
この「水と緑の森づくり税」は、県民参加による森づくりのための財源であることから、主

として、生物多様性の確保や、県民の憩いの場となることを目指した「里山林」の整備及び、

水土保全機能や生物多様性の保全など公益的機能の維持・向上のために、将来的に木材生産で

なく、価値の低い広葉樹を導入する「混交林」の整備に活用します。 
 
このため、 

① 人家や耕地周辺などの「里山林」では、生物多様性の保全や野生動物との棲み分け、道

路や電線などのライフライン周辺の森林整備、森林環境教育の場の提供など、地域や生

活に密着した里山の再生整備を行う「里山再生整備事業」 
② 奥地の人工林や、竹の侵入した人工林では、スギと広葉樹が混在する「混交林」に整備

する「みどりの森再生事業」 
を、引き続き実施します。 

なお、近年、激増している海岸林での松くい虫被害や、局地的な豪雨などによる流木の発生

に対応するため、 
① 海岸林での被害の予防や松林の再生等も含めた重点的な松くい虫被害対策 
② 里山林や混交林の整備に伴い、発生する伐採木等の流出防止対策 

を、里山再生整備事業や、みどりの森再生事業の一環として実施することとします。 
 

また、とやまの森を支える人づくりや森林資源の循環利用などを推進するため、引き続き、 

① 「とやまの森づくりサポートセンター」などによる森林ボランティア活動の支援 

② 「とやまの森づくり総合情報システム」による森づくり情報の提供 
③ 「森の寺子屋」による森づくりへの県民意識の醸成 
④ 公共施設の木質化や県産材遊具の導入支援など木育の推進による県産材の有効利用の

促進 
などに取り組むほか、 

⑤ 県民、ボランティア団体等から、県の森づくりプランの主旨に沿った事業提案を幅広く

募集し、その提案に基づく事業 

を実施することとし、これらについても、「水と緑の森づくり税」を活用します。 
 
 さらに、持続的な木材生産を目指す「生産林」の整備や、自然の推移に委ねる「保全林」の

保全・保護については、公共事業を活用するなどして、その整備及び保全に取り組むことを基

本としますが、森林資源の循環利用と花粉症対策の両立に寄与する優良無花粉スギ「立山 森の

輝き」の普及や、カシノナガキクイムシ被害の復旧に対応するため、 
① 優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の植栽や初期保育を支援する「優良無花粉スギ「立

山 森の輝き」普及推進事業」 
② カシノナガキクイムシ被害跡地に植栽した実のなる木を育成する「実のなる木の育成事

業」 
を、引き続き、実施することとし、これらについても、「水と緑の森づくり税」を活用します 

（参考）「水と緑の森づくり税」の税収規模としては、年間約 3.8 億円程度、10 年間で約

38.5 億円が見込まれます。 
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（１）水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりの推進 

ア 里山再生整備事業 

想定事業費(H29～38) 約 13.5 億円程度 

事業目的 人家、耕地周辺などの里山林（海岸林含む）、整備及び管理又は利用につい

て地域の合意形成が図られている森林を対象に、生物多様性の保全や野生動物

との棲み分け、生活関連施設の保全、森林環境教育の場の提供など、地域や生

活に密着した里山の再生整備を推進します。 

事業主体 市町村（場合によっては県） 

内  容 里山管理利用計画の策定 基準事業費を基礎と

して定額を交付 森林整備（里山林の整備、竹林の整理等） 

県民参加の森づくり（簡易な森林整備や維持管理） 

伐採竹の利活用 

森林病害虫等による枯損木の整備 

流木防止のための里山林の機能強化 

海岸林の保全対策 

地域提案事業（里山活用の施設整備） 事業の性格に応じて

助成 

 

イ みどりの森再生事業 

想定事業費(H29～38) 約 4.6 億円程度 

事業目的 奥地の人工林や、竹の侵入した人工林など、生産林としての管理が困難であ

るが、公益上又は景観上放置しがたく早急に整備が必要と認められる人工林を

対象に、スギと広葉樹の混交林へと誘導し、水土保全機能や生物多様性の保全

など公益的機能の確保や景観の保全を図ります。 

事業主体 県、施業区域の確認については市町村 

内  容 過密人工林での整理伐、伐採木の流出防止 県営事業 

人工林に侵入した竹林の整理や再生竹の整理 

更新補助作業（必要があれば植栽、保育） 

県産広葉樹苗の育成 

施業区域の確認：市町村事業 基準事業費を基礎と

して定額を交付 

 

 

 

 

 

 



 18 

ウ 実のなる木の育成事業 

想定事業費(H29～38) 約 0.3 億円程度 

事業目的 カシノナガキクイムシによる甚大な被害を受けた奥山に植栽されたミズナ

ラやブナなど実のなる木を育成し、水土保全機能や生物多様性の保全など公益

的機能の確保や景観の保全、野生動物の生息環境の確保などを図ります。 

事業主体 県、施業区域の確認については市町村 

内  容 下刈りなど初期保育 県営事業 

 

エ 優良無花粉「立山 森の輝き」普及推進事業 

想定事業費(H29～38) 約 9.4 億円程度 

事業目的 森林整備の循環利用と花粉症対策の一環として、スギ花粉の飛散に強い影響

を及ぼしている人工林の区域を対象に、伐採跡地への優良無花粉スギ「立山 森

の輝き」の植栽や初期保育を支援するとともに、苗木生産体制の整備や、県内

外への普及を進めます。 

事業主体 森林所有者、県、施業区域の確認については市町村 

内  容 「立山 森の輝き」の植栽 基準事業費を基礎と

して定額を交付 下刈りなど初期保育 

施業区域の確認：市町村事業 

「立山 森の輝き」の育成 県営事業 

「立山 森の輝き」の普及、PR 

 

 

◆協定の締結◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 水と緑に恵まれた県土を支える多様な森づくりの推進に向けた事業については、次の

項目などについて、県、市町村、森林所有者の３者で10 年間の協定を締結すること

とします。 
・協定期間内の伐採の制限 
・所有権を譲渡した場合等の協定の承継 
・協定に違反した場合の森林整備費用の返還 など 
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（２）とやまの森を支える人づくり・森林資源の循環利用などの推進 

ア 森林ボランティア活動への支援 

① とやまの森づくりサポートセンター活動推進事業 

想定事業費(H29～38) 約 3.0 億円程度 

事業目的 豊かで美しいとやまの森を守り育てるためには、森林ボランティアを含め幅

広い県民の参加による森づくりが必要となっていることから、平成17 年10 

月に設立した「とやまの森づくりサポートセンター」が、森林ボランティア等

を専門的・総合的に支援し、県民参加による森づくり活動を推進します。 

事業主体 県（農林水産公社 とやまの森づくりサポートセンターへの委託） 

内  容 ○森づくり懇話会の開催 

○広報活動 

・ サポートセンターのＰＲ、関係者等との連絡調整 

・ 登録団体のＰＲ、活動情報の提供 

○ボランティアへの活動支援 

・ ヘルメットなどの安全用具やナタなどの森づくり活動用機器の貸出 

・ 保険料や活動実績に応じた経費の支援 

・ 技術のアドバイス等 

○研修活動 

・ 森づくり塾（入門、実践、機械利用等）の開催 

・ 体験ボランティアの開催 

○ボランティアによる里山整備の支援 

・ 森づくりサポーターの育成・派遣 

○ボランティア間の交流の促進 

・ 森づくりサロンの設置 

 

イ 県民参加の森づくりを支えるための事業  

想定事業費(H29～38) 約 1.7 億円程度 

① とやまの森づくり総合情報システム整備事業 

事業目的 県民全体で支える森づくりを推進していくため、森づくり活動の結果や効果

を公表し、幅広い県民の意見を踏まえた評価・改善を行います。 

事業主体 県 

内  容 ・森林ＧＩＳ（地理情報）システムを活用して、既存の森林情報と地図や、空

中写真、森づくり活動状況写真などと結び付け、森林情報の視覚的表示など

を行い、森づくり活動の成果や効果として「とやまの森づくりホームページ」

上で公開 
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② とやまの森づくり普及啓発推進事業 

事業目的 県民全体で支える森づくりを推進していくため、森林環境教育を実施し、森

づくりへの理解の醸成を図ります。 

事業主体 県（農林水産公社 とやまの森づくりサポートセンターへの委託） 

内  容 ・児童、生徒を始め、広く一般県民を対象に「森の寺子屋（出前講座・森林教

室）」を開催 

・「森の寺子屋」の指導者（フォレストリーダー）の育成 

・「森林浴の森」の整備と活用 

 

ウ 森林資源の循環利用を進めるための事業 

想定事業費(H29～38) 約 4.5 億円程度 

① 県産材利用促進事業 
 

事業目的 県民全体で支える森づくりを推進していくため、公共施設の木質化や、県産

材遊具の導入支援、木育の推進など、森林資源の循環利用を進め、森づくりへ

の理解の醸成を図ります。 

事業主体 県、市町村、民間団体など 

内  容 ・公共施設の木造化、内装木質化等の支援 

・県産材遊具の導入支援 

  

エ 県民による提案型の事業 

       想定事業費(H29～38) 約 0.5 億円程度 

① 県民による森づくり提案事業 

事業目的 県民が自ら企画し、実践する森づくり活動を支援し、県民参加による森づく

り活動を推進します。 

事業主体 地域住民、ボランティア団体など 

内  容 ・県民が自ら企画し、実践する森づくり活動の支援 

 

オ 水と緑の森づくり推進事業 

       想定事業費(H29～38) 約 1.0 億円程度 

① 水と緑の森づくり推進事業 

事業目的 県民全体で支えるとやまの森づくりの推進や、森づくりの計画、実施内容の

改善のための評価を行います。 

事業主体 県 

内  容 ・水と緑の森づくり会議及び森林審議会森づくり部会の開催 

・県民参加の森づくりフェアの開催 

・各種広報媒体を活用した森づくり情報の提供 
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